
改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の 
対価に係る源泉徴収税額の還付請求書 
APPLICATION FORM FOR REFUND OF THE WITHHOLDING TAX 
ON REMUNERATIOIN DERIVED FROM RENDERING PERSONAL 
SERVICES EXERCISED BY AN ENTERTAINER OR A SPORTSMAN 
IN ACCORDANCE WITH THE INCOME TAX CONVENTION 

この還付請求書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
       税務署長殿 
To the District Director,                     Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                             ,Article     ,para.     

 
２ 還付の請求をする者（対価の支払を受ける者）に関する事項； 

Details of the Person claiming the Refund (Recipient of Remuneration) 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

個 人 の 場 合 
 

Individual 国 籍 
Nationality  

本店又は主たる事務所の所在地 
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

設 立 又 は 組 織 さ れ た 場 所 
Place where the Corporation was 
established or organized 

 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
 
 
Corporation 
or other 
entity 

事業が管理・支配されている場所 
Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日本国内で芸能人等の役務提供事業を開始した年月日 
Date of opening business of rendering personal 
services exercised by the entertainer or sportsman 

 

下記「５」の対価につき居住者として課税される国
及び納税地(注８) 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Remuneration mentioned in 5 below and the  
place where he is to pay tax (Note 8) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

氏 名 
Full name  

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

納税管理人 
 
the Tax 
Agent in 
Japan 納税管理人の届出をした税務署名 

Name of the Tax Office where the 
Tax Agent is registered 

税 務 署
Tax Office 

３ 還付請求金額に関する事項； 
Details of the refund 
  還付を請求する金額； 

Amount of Refund claimed  
 

  還付金の受領場所に関する希望；（該当する下記の□欄に 印を付してください。） 
Choice of place of receipt of the Refund； （Check applicable block below.） 
□日本国内で受領する。 ..............これに 印を付けた場合は、次の欄にその受領を希望する場所を記入してください。 

Receive in Japan ....................In this case, fill out the following blanks for the place of receipt of refund. 
A 預金口座に振込みを希望する場合 

If the Recipient prefers receiving via bank transfer 
 銀行 店 預金種類及び口座番号 口座名義人 
                           Bank                    Branch                    Account and Number             Name 

B ゆうちょ銀行の貯金口座に振込みを希望する場合 
If the Recipient prefers receiving via ordinary Deposit transfer at the Japan Post Bank 
 貯 金 口 座 の 記 号 番 号 口座名義人 
                           Account Number of ordinary Deposit                       Name 

C 郵便局等の窓口受取りを希望する場合                   
If the Recipient prefers receiving at the Japan Post Bank or the post office                         

□日本国外で受領する。 ..............これに 印を付した場合は、還付を受ける者又はその代理人に直接送金します。 
Receive outside Japan .............In this case, the refund will be made directly to the Recipient or his Agent. 

 
４ 還付を請求する税額の源泉徴収をした対価の支払者に関する事項； 

Details of Payer of Remuneration who withheld the Income Tax to be refunded 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office (main 
office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 
名 称 

Name 
（事業の内容 Details of Business） 

 
日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”,explain: 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

様 式 12 

FORM  

( )税 務 署 整 理 欄
For official use only

請求金額 円 

充当金額 円 
承 

 

認 還付金額 円 

そ
の
他 

  

納付日 ・ ・ 充当の申出日 ・ ・ 

通信日付印 ・ ・ 確認印  

務 署 受 付  

税     印  

円 

￥ 

 
租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の 
対価に係る源泉徴収税額の還付請求書 

APPLICATION FORM FOR REFUND OF THE WITHHOLDING TAX 
ON REMUNERATIOIN DERIVED FROM RENDERING PERSONAL 
SERVICES EXERCISED BY AN ENTERTAINER OR A SPORTSMAN 
IN ACCORDANCE WITH THE INCOME TAX CONVENTION 

この還付請求書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
       税務署長殿 
To the District Director of                     Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                             ,Article     ,para.     

 
２ 還付の請求をする者（対価の支払を受ける者）に関する事項； 

Details of the Person claiming the Refund (Recipient of Remuneration) 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

個 人 の 場 合 
 

Individual 国 籍 
Nationality  

本 店又は主たる事務所の所在地 
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

設 立 又 は 組 織 さ れ た 場 所 
Place where the Corporation was 
established or organized 

 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
 
 
Corporation 
or other 
entity 

事業が管理・支配されている場所 
Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

日本国内で芸能人等の役務提供事業を開始した年月日 
Date of opening business of rendering personal 
services exercised by the entertainer or sportsman 

 

下記「５」の対価につき居住者として課税される国
及び納税地(注８) 

Country where the recipient is taxable as resident 
on Remuneration mentioned in 5 below and the 
place where he is to pay tax (Note 8) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

氏 名 
Full name  

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

納税管理人 
 
the Tax 
Agent in 
Japan 納税管理人の届出をした税務署名 

Name of the Tax Office where the 
Tax Agent is registered 

税 務 署
Tax Office 

３ 還付請求金額に関する事項； 
Details of the refund 
  還付を請求する金額； 

Amount of Refund claimed  
 

  還付金の受領場所に関する希望；（該当する下記の□欄に 印を付してください。） 
Choice of place of receipt of the Refund； （Check applicable block below.） 
□日本国内で受領する。 ............. これに 印を付けた場合は、次の欄にその受領を希望する場所を記入してください。 

Receive in Japan.................... In this case, fill out the following blanks for the place of receipt of refund. 
A 預金口座に振込みを希望する場合 

If the Recipient prefers receiving via bank transfer 
 銀行 店 預金種類及び口座番号 口座名義人 
                           Bank                    Branch                    Account and Number             Name 

B 日本郵政公社の郵便貯金口座に振込みを希望する場合 
If the Recipient prefers receiving via ordinary Deposit transfer at the Japan Post 
 通 常 貯 金 の 記 号 番 号 口座名義人 
                           Account Number of ordinary Deposit                       Name 

C 郵便局窓口での受取りを希望する場合                  郵  便  局 
If the Recipient prefers receiving at the post office                        Post Office 

□日本国外で受領する。 ............. これに 印を付した場合は、還付を受ける者又はその代理人に直接送金します。 
Receive outside Japan ............ In this case, the refund will be made directly to the Recipient or his Agent. 

 
４ 還付を請求する税額の源泉徴収をした対価の支払者に関する事項； 

Details of Payer of Remuneration who withheld the Income Tax to be refunded 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office (main 
office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 
名 称 

Name 
（事業の内容 Details of Business） 

 
日本国内の恒久的施設の状況 
Permanent establishment in 
Japan 
□有(Yes)  ,  □無(No) 
  If “Yes”,explain: 

所 在 地 
Address 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

様 式 12 

FORM  ( )税 務 署 整 理 欄
For official use only

請求金額 円 

充当金額 円 

承 
 

認 還付金額 円 

そ
の
他 

  

納付日 ・ ・ 充当の申出日 ・ ・ 

通信日付印 ・ ・ 確認印  

務 署 受 付  

税     印  

円 

￥ 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

( )免税の場合 ⑫×⑧／⑦
In case of Exemption  

租税条約に関する割引債の償還差益に係る 
源泉徴収税額の還付請求書（割引国債用） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director,                     Tax Office 
1  適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                                                との間の租税条約第      条第      項     
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article      ,para.       

 
2  還付の請求をする者（償還差益の支払を受ける者）に関する事項； 

Details of the Person claiming the Refund（Recipient of Profit from Redemption of Securities） 
氏 名 又 は 名 称 (注５) 

Full name (Note 5) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

個 人 の 場 合 
 
 

Individual 国 籍 
Nationality 

 

本店又は主たる事務所の所在地 
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
Corporation 
or other 
entity 

事業が管理・支配されている場所 
Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 
3  償還差益の支払者に関する事項；Details of Payer of Profit from Redemption of Securities 

名 称 
Full name 

日本銀行 
Bank of Japan 

本 店 又 は 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 
Domicile（residence）or Place of head office（main 
office） 

東京都中央区日本橋本石町２－１－１ （電話番号Telephone Number） 
 
1－1,2 Chome, Nihonbashi-hongokucho, Chuo-ku, Tokyo, Japan 03（3279）1111

 
4  上記「３」の支払者から支払を受ける償還差益で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項；Details of Profit from Redemption 

of Securities received from the Payer to which the Income Tax Convention mentioned in 1 above is applicable 

① 国債名称 
Description of Government bonds    

② 記号 
Number    

③ 償還期日 
Date of Maturity    

④ 取得年月日 
Date of Acquisition    

⑤ 額面金額の合計額 
Total Amount of Face Value 

円yen 円yen 円yen 

⑥ 発行価額の合計額 発行価額(   )×数量×(   ) 
Total Amount of Issue Price 

円yen 円yen 円yen 

⑦ 償還期間の日数又は月数 
Term（in days or months） 

日又は月days or months 日又は月days or months 日又は月days or months 

⑧ 所有期間の日数又は月数 
Holding Period（in days or months） 

日又は月days or months 日又は月days or months 日又は月days or months 

⑨ 所有期間に対応する償還差益 (⑤－⑥)×⑧／⑦ 
Profit from Redemption corresponding to Holding Period 

円yen 円yen 円yen 

⑩ 源泉徴収税率 
Rate of Withholding Tax 

％ ％ ％

⑪ 限度税率 
Ceiling Tax Rate under Applicable Tax Treaty 

％ ％ ％

⑫ 源泉徴収税額 (⑤－⑥)×⑩ 
Amount of Tax Withheld 

円yen 円yen 円yen 

⑬ 還付請求金額 ⑫×⑧／⑦－(⑨×⑪) 
Amount of Tax to be Refunded 

円yen 円yen 円yen 

・免税の場合、⑨及び⑪の記入を要しない。；In case of Exemption ⑨ and ⑪ need not be filled. 

 
5 その他参考となるべき事項（注６）；Others (Note 6) 
 

 
 

□ 限度税率    ％ 
Applicable Tax Rate

□ 免  税 
Exemption 

( )税 務 署 整 理 欄
For official use only

  

 様 式 13 
 FORM 

還付金；有、無  

払 者 受 付  
支     印  

務 署 受 付  
税     印  

APPLICATION FORM FOR REFUND OF THE WITHHOLDING
TAX ON PROFIT FROM REDEMPTION OF SECURITIES 
IN ACCORDANCE WITH THE INCOME TAX CONVENTION 

（DISCOUNT GOVERNMENT BONDS ONLY） 
この還付請求書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 

See separate instructions. 

( )免税の場合 ⑫×⑧／⑦
In case of Exemption   

租税条約に関する割引債の償還差益に係る 
源泉徴収税額の還付請求書（割引国債用） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director of                    Tax Office 
1  適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                                                との間の租税条約第      条第      項     
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article      ,para.       

 
2  還付の請求をする者（償還差益の支払を受ける者）に関する事項； 

Details of the Person claiming the Refund（Recipient of Profit from Redemption of Securities） 
氏 名 又 は 名 称 (注５) 

Full name (Note 5) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

住所又は居所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

個人の場合 
 
 

Individual 国籍 
Nationality 

 

本店又は主たる事務所の所在地 
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

法人その他の 
団体の場合 

Corporation 
or other 
entity 

事業が管理・支配されている場所 
Place where the business is managed 
or controlled

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 
3  償還差益の支払者に関する事項；Details of Payer of Profit from Redemption of Securities 

名称 
Full name 

日本銀行 
Bank of Japan 

本店又は主たる事務所の所在地 
Domicile（residence）or Place of head office（main
office） 

東京都中央区日本橋本石町２－１－１ （電話番号Telephone Number） 
 
1－1,2 Chome, Nihonbashi-hongokucho, Chuo-ku, Tokyo, Japan 03（3279）1111

 
4  上記「３」の支払者から支払を受ける償還差益で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項；Details of Profit from Redemption 

of Securities received from the Payer to which the Income Tax Convention mentioned in 1 above is applicable 

① 国債名称 
Description of Government bonds    

② 記号 
Number    

③ 償還期日 
Date of Maturity    

④ 取得年月日 
Date of Acquisition    

⑤ 額面金額の合計額 
Total Amount of Face Value 

円yen 円yen 円yen 

⑥ 発行価額の合計額 発行価額(   )×数量×(   ) 
Total Amount of Issue Price 

円yen 円yen 円yen 

⑦ 償還期間の日数又は月数 
Term（in days or months） 

日又は月days or months 日又は月days or months 日又は月days or months 

⑧ 所有期間の日数又は月数 
Holding Period（in days or months） 

日又は月days or months 日又は月days or months 日又は月days or months 

⑨ 所有期間に対応する償還差益 (⑤－⑥)×⑧／⑦ 
Profit from Redemption corresponding to Holding Period 

円yen 円yen 円yen 

⑩ 源泉徴収税率 
Rate of Withholding Tax 

％ ％ ％

⑪ 限度税率 
Ceiling Tax Rate under Applicable Tax Treaty 

％ ％ ％

⑫ 源泉徴収税額 (⑤－⑥)×⑩ 
Amount of Tax Withheld 

円yen 円yen 円yen 

⑬ 還付請求金額 ⑫×⑧／⑦－(⑨×⑪) 
Amount of Tax to be Refunded 

円yen 円yen 円yen 

・免税の場合、⑨及び⑪の記入を要しない。；In case of Exemption ⑨ and ⑪ need not be filled. 

 
5 その他参考となるべき事項（注６）；Others (Note 6) 
 

 
 

□ 限度税率    ％ 
Applicable Tax Rate

□ 免  税 
Exemption 

( )税 務 署 整 理 欄
For official use only

  

 様 式 13 
 FORM 

還付金；有、無  

払 者 受 付  
支     印  

務 署 受 付  
税     印  

APPLICATION FORM FOR REFUND OF THE WITHHOLDING
TAX ON PROFIT FROM REDEMPTION OF SECURITIES 
IN ACCORDANCE WITH THE INCOME TAX CONVENTION 

（DISCOUNT GOVERNMENT BONDS ONLY） 
この還付請求書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 

See separate instructions. 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
租税条約に関する割引債の償還差益に係る源泉徴収 
税額の還付請求書（割引国債以外の割引債用） 

APPLICATION FORM FOR REFUND OF THE WITHHOLDING 
TAX ON PROFIT FROM REDEMPTIOIN OF SECURITIES 
IN ACCORDANCE WITH THE INCOME TAX CONVENTION 
(FOR DISCOUNT DEBENTURES OTHER THAN DISCOUNT 
GOVERNMENT BONDS) 

この還付請求書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
       税務署長殿 
To the District Director,                     Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                             ,Article     ,para.     

 
２ 還付の請求をする者（償還差益の支払を受ける者）に関する事項； 

Details of the Person claiming the Refund (Recipient of Profit from Redemption of Securities) 

氏 名 又 は 名 称(注５) 
Full name (Note 5) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 個 人 の 場 合 

Individual 国 籍 
Nationality  

本店又は主たる事務所の所在地 
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
Corporation 
or other 
entity 

事業が管理・支配されている場所 
Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

３ 償還差益の支払者に関する事項；Details of Payer of Profit from Redemption of Securities 

名 称 
Full name  

本 店 又 は 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 

４ 上記「３」の支払者から支払を受ける償還差益で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項；Details of Profit from Redemption 
of Securities received from the Payer to which the Income Tax Convention mentioned in 1 above is applicable 

① 銘柄 
Issue    

② 回号 
# 

   

③ 償還日 
Date of Maturity    

④ 取得年月日(注6) 
Date of Acquisition (Note 6)    

⑤ 額面金額の合計額 
Total Amount of Face Value 

円 yen 
 

円 yen 
 

円 yen 
 

⑥ 額面１万円当たり売出価額(注7) 
Issue Price of Debentures per10,000yen (Note 7) 

円 yen 
 

円 yen 
 

円 yen 
 

⑦ 売出価額の合計額(注8) 
Total Issue Price Paid (Note 8) 

円 yen 
 

円 yen 
 

円 yen 
 

⑧ 償還価額（買入価額） 
Stated Redemption Price (Repurchase Price) 

円 yen 
 

円 yen 
 

円 yen 
 

⑨ 源泉徴収税率 
Rate of Withholding tax 

％ 
 

％ 
 

％ 
 

⑩ 限度税率 
Ceiling Tax Rate under Applicable Tax Treaty 

％ 
 

％ 
 

％ 
 

⑪ 源泉徴収税額(注9) 
Amount of Tax Withheld (Note 9) 

円 yen 
 

円 yen 
 

円 yen 
 

⑫ 所有期間の月数(注10) 
Holding Period (in months) (Note 10) 

月 months 
 

月 months 
 

月 months 
 

⑬ 所有期間の割合(注11) 
Ratio of Holding Period to Stated Life of Debentures (Note 11) 

％ 
 

％ 
 

％ 
 

⑭ 還付請求金額(注12) 
Amount of Tax to be Refunded (Note 12) 

円 yen 
 

円 yen 
 

円 yen 
 

 
５ その他参考となるべき事項（注13）；Others (Note 13) 
 

 

□ 限度税率    ％ 
Applicable Tax Rate

□ 免  税 
Exemption 

 様 式 14 

 FORM ( )税 務 署 整 理 欄
For official use only

 

還付金；有、無 

払 者 受 付  

支     印  
務 署 受 付  

税     印  

 
租税条約に関する割引債の償還差益に係る源泉徴収 
税額の還付請求書（割引国債以外の割引債用） 

APPLICATION FORM FOR REFUND OF THE WITHHOLDING 
TAX ON PROFIT FROM REDEMPTIOIN OF SECURITIES 
IN ACCORDANCE WITH THE INCOME TAX CONVENTION 
(FOR DISCOUNT DEBENTURES OTHER THAN DISCOUNT 
GOVERNMENT BONDS) 

この還付請求書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
       税務署長殿 
To the District Director of                    Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                             ,Article     ,para.     

 
２ 還付の請求をする者（償還差益の支払を受ける者）に関する事項； 

Details of the Person claiming the Refund (Recipient of Profit from Redemption of Securities) 

氏 名 又 は 名 称(注５) 
Full name (Note 5) 

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 個 人 の 場 合 

Individual 国 籍 
Nationality  

本店又は主たる事務所の所在地 
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
Corporation 
or other 
entity 

事業が管理・支配されている場所 
Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

３ 償還差益の支払者に関する事項；Details of Payer of Profit from Redemption of Securities 

名 称 
Full name  

本 店 又 は 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 

 

４ 上記「３」の支払者から支払を受ける償還差益で「１」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項；Details of Profit from Redemption
of Securities received from the Payer to which the Income Tax Convention mentioned in 1 above is applicable 

① 銘柄 
Issue    

② 回号 
# 

   

③ 償還日 
Date of Maturity    

④ 取得年月日(注6) 
Date of Acquisition (Note 6)    

⑤ 額面金額の合計額 
Total Amount of Face Value 

円 yen 
 

円 yen 
 

円 yen 
 

⑥ 額面１万円当たり売出価額(注7) 
Issue Price of Debentures per10,000yen (Note 7) 

円 yen 
 

円 yen 
 

円 yen 
 

⑦ 売出価額の合計額(注8) 
Total Issue Price Paid (Note 8) 

円 yen 
 

円 yen 
 

円 yen 
 

⑧ 償還価額（買入価額） 
Stated Redemption Price (Repurchase Price) 

円 yen 
 

円 yen 
 

円 yen 
 

⑨ 源泉徴収税率 
Rate of Withholding tax 

％ 
 

％ 
 

％ 
 

⑩ 限度税率 
Ceiling Tax Rate under Applicable Tax Treaty 

％ 
 

％ 
 

％ 
 

⑪ 源泉徴収税額(注9) 
Amount of Tax Withheld (Note 9) 

円 yen 
 

円 yen 
 

円 yen 
 

⑫ 所有期間の月数(注10) 
Holding Period (in months) (Note 10) 

月 months 
 

月 months 
 

月 months 
 

⑬ 所有期間の割合(注11) 
Ratio of Holding Period to Stated Life of Debentures (Note 11) 

％ 
 

％ 
 

％ 
 

⑭ 還付請求金額(注12) 
Amount of Tax to be Refunded (Note 12) 

円 yen 
 

円 yen 
 

円 yen 
 

 
５ その他参考となるべき事項（注13）；Others (Note 13) 
 

 

□ 限度税率    ％ 
Applicable Tax Rate

□ 免  税 
Exemption 

 様 式 14 

 FORM ( )税 務 署 整 理 欄
For official use only

 

還付金；有、無 

払 者 受 付  

支     印  
務 署 受 付  

税     印  



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 
申告対象国内源泉所得に対する所得税又は法人税の軽減・免除 

Relief from Japanese Income Tax or Corporation Tax  
for Japanese Source Income to report 

 
 

この届出書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director,           Tax Office 

□ 限度税率    ％ 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項；                                       Applicable Tax Rate 

Applicable Income Tax Convention                                         □ 免 除 
日本国と                        との間の租税条約第   条第   項          Exemption 
The Income Tax Convention between Japan and                            , Article    , para.    
 

２ 申告対象国内源泉所得を有する者に関する事項； 
Details of Recipient of Japanese Source Income to Report 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number）
 
 個人の場合  

Individual 
国 籍 

Nationality  

本店又は主たる事務所の所在地  
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number）
 
 

設 立 又 は 組 織 さ れ た 場 所 
Place where the Corporation was 
established or organized 

 

法人その他の 
団体の場合  
（注４） 
Corporation or 
other entity 
（Note４） 事業が管理・支配されている場所 

Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number）
 
 

居住者として課税される国及び納税地（注９） 
Country where the recipient is taxable as resident on the 
income, and the place where he is to pay tax (Note 9) 

（納税者番号 Taxpayer Identification Number）
 
 

日本において事業を行っている場合、その事業の概要 
Description of business in Japan, if any 

 
 
 

日本において所得税又は法人税の申告書を提出している場合、その納税地  
Place where he is to pay tax in Japan, if tax return is filed 
in Japan 

（電話番号 Telephone Number）
 
 

 
３ 申告対象国内源泉所得のうち「１」の租税条約の規定の適用を受けるもの（条約適用所得）に関する事項（注 10)；  

Details of Japanese Source Income to report to which the Convention mentioned in 1 above is applicable(Applicable Income) (Note10） 

条 約 適 用 所 得 の 種 類 及 び そ の 概 要 
Type and Description of applicable Income 

  税法第  条第  号に規定する国内源泉所得 
Japanese Source Income prescribed in Subparagraph     of Article     of        Tax Law
（                                                   ） 
  税法第  条第  号に規定する国内源泉所得 

Japanese Source Income prescribed in Subparagraph     of Article     of        Tax Law
（                                                   ） 
  税法第  条第  号に規定する国内源泉所得 

Japanese Source Income prescribed in Subparagraph     of Article     of        Tax Law
（                                                  ） 
 

 
４ 「１」の租税条約の規定の適用を受ける条約適用所得の支払者に関する事項（注 11)；  

Details of Payer of Applicable Income to which the Convention mentioned in 1 above is applicable (Note11) 
所得の種類 

Type of Income 
氏 名 又 は 名 称 

Full name 
住 所 （ 居 所 ） 又 は 本 店 （ 主 た る 事 務 所 ） の 所 在 地

Domicile（residence）or place of head office（main office） 

  
（電話番号 Telephone Number）

 

  
（電話番号 Telephone Number）

 

  
（電話番号 Telephone Number）

 

 
５ その他参考となるべき事項（注 12）； 

Others（Note12） 
 
 
 
 
 
 

 

様 式 15 
FORM 

税 務 署 整 理 欄
For official use only 

適用；有、無 

前回提出年月日：（注６）       年  月  日
Date of Previous Submission（Note６）          

務署 受 付  
税     印  

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 
申告対象国内源泉所得に対する所得税又は法人税の軽減・免除 

Relief from Japanese Income Tax or Corporation Tax  
for Japanese Source Income to report 

 
 

この届出書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director of           Tax Office 

□ 限度税率    ％ 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項；                                       Applicable Tax Rate 

Applicable Income Tax Convention                                         □ 免 除 
日本国と アメリカ合衆国                との間の租税条約第   条第   項          Exemption 
The Income Tax Convention between Japan and  The United States of America , Article    , para.    

 
２ 申告対象国内源泉所得を有する者に関する事項； 

Details of Recipient of Japanese Source Income to Report 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number）
 
 個人の場合  

Individual 
国 籍 

Nationality  

本店又は主たる事務所の所在地  
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number）
 
 

設 立 又 は 組 織 さ れ た 場 所 
Place where the Corporation was 
established or organized 

 

法人その他の 
団体の場合  
（注４） 
Corporation or 
other entity 
（Note４） 事業が管理・支配されている場所 

Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number）
 
 

居住者として課税される国及び納税地（注９） 
Country where the recipient is taxable as resident on the 
income, and the place where he is to pay tax (Note 9) 

（納税者番号 Taxpayer Identification Number）
 
 

日本において事業を行っている場合、その事業の概要 
Description of business in Japan, if any 

 
 
 

日本において所得税又は法人税の申告書を提出している場合、その納税地  
Place where he is to pay tax in Japan, if tax return is filed 
in Japan 

（電話番号 Telephone Number）
 
 

 
３ 申告対象国内源泉所得のうち「１」の租税条約の規定の適用を受けるもの（条約適用所得）に関する事項（注 10)；  

Details of Japanese Source Income to report to which the Convention mentioned in 1 above is applicable(Applicable Income) (Note10） 

条 約 適 用 所 得 の 種 類 及 び そ の 概 要
Type and Description of applicable Income 

  税法第  条第  号に規定する国内源泉所得 
Japanese Source Income prescribed in Subparagraph     of Article     of      Tax Law 
（                                                   ） 
  税法第  条第  号に規定する国内源泉所得 

Japanese Source Income prescribed in Subparagraph     of Article     of       Tax Law 
（                                                   ） 
  税法第  条第  号に規定する国内源泉所得 

Japanese Source Income prescribed in Subparagraph     of Article     of       Tax Law 
（                                                  ） 
 

 
４ 「１」の租税条約の規定の適用を受ける条約適用所得の支払者に関する事項（注 11)；  

Details of Payer of Applicable Income to which the Convention mentioned in 1 above is applicable (Note11) 
所得の種類 

Type of Income 
氏 名 又 は 名 称 

Full name 
住 所 （ 居 所 ） 又 は 本 店 （ 主 た る 事 務 所 ） の 所 在 地

Domicile（residence）or place of head office（main office） 

  
（電話番号 Telephone Number）

 

  
（電話番号 Telephone Number）

 

  
（電話番号 Telephone Number）

 

 
５ その他参考となるべき事項（注 12）； 

Others（Note12） 
 
 
 
 
 
 
 

 

税務署受付印 

様 式 15
FORM 

税 務 署 整 理 欄
For official use only 

適用；有、無 

前回提出年月日：（注６）       年  月  日
Date of Previous Submission（Note６）          



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 
  （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 
 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 
  （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 

組合契約事業利益の配分に対する所得税の免除 
Relief from Japanese Income Tax on Distribution  
of Business Profits from Partnership Agreements 

 

この届出書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director,                     Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     ,para.      

 
２ 利益の配分（支払）を受ける者に関する事項； 

Details of Recipient of Distribution of Business Profits 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

個 人 の 場 合 
Individual 国 籍 

Nationality  

本店又は主たる事務所の所在地 
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

設 立 又 は 組 織 さ れ た 場 所 
Place where the Corporation was 
established or organized 

 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
 
Corporation 
or other 
entity 事業が管理・支配されている場所 

Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

届出書の「５」の利益につき居住者として課税され
る国、納税地（注６） 

Country where the recipient is taxable as resident on Profits
mentioned in 5 below and the place where he is to pay tax (Note 6)

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

 
３ 組合（これに類するものを含みます｡）に関する事項； 

Details of Partnership (including similar entity)  

名 称 
Full name  

国 外 に あ る 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 
Place of head office (main office) abroad 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

国 内 に あ る 事 務 所 等 の 所 在 地（注７） 
Place of office, etc. in Japan (Note 7) 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

組 合 契 約 事 業 の 概 要 
Outline of business under partnership agreement 

 

国 内 に お い て 組 合 契 約 事 業 を 開 始 し た 日 
Date of commencement of business under partnership agreement  

 

 
４ 利益の支払者（組合員）に関する事項（注８）； 

Details of Payer of Distribution of Business Profits (partner) (Note 8) 

源 泉 徴 収 に 係 る 所 得 税 の 納 税 地 
Place where the payer is to pay withholding tax  

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

１ 住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office 
(main office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

２ 住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office 
(main office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

３ 住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office 
(main office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 

 様 式 19 

 FORM ( )税 務 署 整 理 欄
For official use only

 

適用；有、無 

払 者 受 付  

支     印  
務 署 受 付  

税     印  

租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書 
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION 

 

組合契約事業利益の配分に対する所得税の免除 
Relief from Japanese Income Tax on Distribution  
of Business Profits from Partnership Agreements 

 

この届出書の記載に当たっては、別紙の注意事項を参照してください。 
See separate instructions. 

 
 
 
       税務署長殿 
To the District Director of                    Tax Office 
１ 適用を受ける租税条約に関する事項； 

Applicable Income Tax Convention 
日本国と                        との間の租税条約第  条第  項   
The Income Tax Convention between Japan and                            ,Article     ,para.      

 
２ 利益の配分（支払）を受ける者に関する事項； 

Details of Recipient of Distribution of Business Profits 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

個 人 の 場 合 
Individual 国 籍 

Nationality  

本店又は主たる事務所の所在地 
Place of head office or main office 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

設 立 又 は 組 織 さ れ た 場 所 
Place where the Corporation was 
established or organized 

 

法人その他の 
団 体 の 場 合 
 
Corporation 
or other 
entity 事業が管理・支配されている場所 

Place where the business is managed 
or controlled 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

届出書の「５」の利益につき居住者として課税され
る国、納税地（注６） 

Country where the recipient is taxable as resident on Profits
mentioned in 5 below and the place where he is to pay tax (Note 6)

(納税者番号 Taxpayer Identification Number) 

 
３ 組合（これに類するものを含みます｡）に関する事項； 

Details of Partnership (including similar entity)  

名 称 
Full name  

国 外 に あ る 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 
Place of head office (main office) abroad 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

国 内 に あ る 事 務 所 等 の 所 在 地（注７） 
Place of office, etc. in Japan (Note 7) 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

組 合 契 約 事 業 の 概 要 
Outline of business under partnership agreement 

 

国 内 に お い て 組 合 契 約 事 業 を 開 始 し た 日 
Date of commencement of business under partnership agreement  

 

 
４ 利益の支払者（組合員）に関する事項（注８）； 

Details of Payer of Distribution of Business Profits (partner) (Note 8) 

源 泉 徴 収 に 係 る 所 得 税 の 納 税 地 
Place where the payer is to pay withholding tax  

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

１ 住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office 
(main office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

２ 住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office 
(main office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

氏 名 又 は 名 称 
Full name  

３ 住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile (residence) or Place of head office 
(main office) 

（電話番号 Telephone Number） 
 
 

 

 様 式 19 

 FORM ( )税 務 署 整 理 欄
For official use only

 

適用；有、無 

払 者 受 付  

支     印
務 署 受 付  

税     印



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

（
規
格
Ａ
４
）

租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書 
（利子所得に相手国の租税が賦課されている場合の外国税額の還付） 

 
〒 

住  所                          
（フリガナ） 

      税務署長          氏  名                ○印    

    年  月  日提出       電話番号                
 
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第 13 条

の２の規定により、下記のとおり請求します。 

還付を受けようとする金額 希 望 す る 還 付 金 の 受 領 場 所 

下記③の金額を移記して
ください。 

（受取には便利な銀行等振込みをできるだけ御利用ください。） 
イ 銀行等   銀行         本店･本所 
        金庫･組合      出 張 所       口座 
        農協･漁協      支店･支所    預金 番号       

還付請求に

関する事項 

円
ロ ゆうちょ銀行の貯金口座 
貯金口座の記号番号    －          

ハ 郵便局等窓口 
         

本店又は主たる
事務所の所在地 
（住所又は居所） 

 

利 子 等 の 

支 払 者 
名称（氏名）  

本店又は主たる
事務所の所在地 
（住所又は居所） 電話    －    － 

利子等の支

払の取扱者 
名称（氏名）  

銘柄・回号（種類・名称） 記号番号（登録番号） 名義人の氏名又は名称 

   

額 面 金 額 数 量 取 得 年 月 日 利子等の支払期日 利子等の金額 

債 券 の 

内 容 等 

    円

支払の基因となった契約の内容 契約の締結年月日 

  

契 約 金 額 契 約 期 間 利子等の支払期日 利子等の金額 

債 券 以 外 

の も の の 

内 容 等 
   円

日本国と           との間の租税条約第   条第   項      の適用 

所得税法の規定により徴収
された所得税の額   ① 

支払の際に課される相手国の租税

の額（みなし外国税額を含む。）② 
還付を受けようとする金額 

（①と②とのいずれか少ない方の金額）③ 

還付を受ける

ことができる

事情の詳細等 円 円 円

・この還付請求書には、①及び②の金額を証する書類を添付してください。 
・この還付請求書の記載に当たっては、裏面の注意事項を参照してください。 
 
※以下の欄には記載しないでください。 

起 案 ・ ・ 署 長 副 署 長 統 括 官 上 席 担 当 者 整 理 簿  

決 裁 ・ ・ 

施 行 ・ ・ 

決
・
裁        

請求金額 円 通信日付印  年 月 日 承
認 還付金額 円 確認印  

税
務
署
処
理
欄 

処
・
理 

そ
の
他 

（理由） 

検
討
事
項 

 

20．06 改正                                   

（
規
格
Ａ
４
）

租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書 
（利子所得に相手国の租税が賦課されている場合の外国税額の還付） 

 
〒 

住  所                          
（フリガナ） 

      税務署長          氏  名                ○印    
    年  月  日提出       電話番号                
 
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第 13 条

の２の規定により、下記のとおり請求します。 

還付を受けようとする金額 希 望 す る 還 付 金 の 受 領 場 所 

下記③の金額を移記して
ください。 

（受取には便利な銀行等振込みをできるだけ御利用ください。） 
イ 銀行等 
       銀行･金庫･組合     本店･本所       口座 
        農協・漁協      支店･支所    預金 番号       

還付請求に

関する事項 

円
ロ 日本郵政公社の通常貯金口座 
通常貯金の記号番号    －          

ハ 郵便局窓口 
        郵便局 

本店又は主たる
事務所の所在地 
（住所又は居所） 

 

利 子 等 の 

支 払 者 
名称（氏名）  

本店又は主たる
事務所の所在地 
（住所又は居所） 電話    －    － 

利 子等の支

払の取扱者 
名称（氏名）  

銘柄・回号（種類・名称） 記号番号（登録番号） 名義人の氏名又は名称 

   

額 面 金 額 数 量 取 得 年 月 日 利子等の支払期日 利子等の金額 

債 券 の 

内 容 等 

    円

支払の基因となった契約の内容 契約の締結年月日 

  

契 約 金 額 契 約 期 間 利子等の支払期日 利子等の金額 

債 券 以 外 

の も の の 

内 容 等 
   円

日本国と           との間の租税条約第   条第   項      の適用 

所得税法の規定により徴収
された所得税の額   ① 

支払の際に課される相手国の租税

の額（みなし外国税額を含む。）② 
還付を受けようとする金額 

（①と②とのいずれか少ない方の金額）③ 

還付を受ける

ことができる

事情の詳細等 円 円 円

・この還付請求書には、①及び②の金額を証する書類を添付してください。 
・この還付請求書の記載に当たっては、裏面の注意事項を参照してください。 
 
※以下の欄には記載しないでください。 

起 案 ・ ・ 署 長 副 署 長 統 括 官 上 席 担 当 者 整 理 簿  

決 裁 ・ ・ 

施 行 ・ ・ 

決
・
裁        

請求金額 円 通信日付印  年 月 日 承
認 還付金額 円 確認印  

税
務
署
処
理
欄 

処
・
理 

そ
の
他 

（理由） 

検
討
事
項 

 

18．06 改正                                   



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
免税芸能法人等に関する届出書 
APPLICATION FORM FOR THE NONRESIDENT PROMOTER 

 
この届出書の記載に当たっては、裏面の注意事項を参照して下さい。 

See instructions on the reverse side 
 

      税務署長 
To the District Director,        Tax Office 
 
１ 対価の支払を受ける者に関する事項; 
  Details of Recipient of Remuneration 

氏 名 又 は 名 称 
Full name 

 

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

(電話番号 Telephone Number)                 
個 人 の 場 合 
Individual 

国     籍 
Nationality 

 

本店又は主たる事務所の所在地 
Place of head office or main office 

(電話番号 Telephone Number)                 

法 人 そ の 他 の 
団 体 の 場 合 
Corporation or 
other entity 事業が管理・支配されている場所 

Place where the business is 
managed or controlled 

 

日本国内で芸能人等の役務提供事業を開始した年月日 
Date of opening business of rendering personal services 
exercised by the entertainer or the sportsman in Japan 

 

氏     名 
Full name 

 

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

(電話番号 Telephone Number)                 

納 税 管 理 人 
The Tax Agent in 
Japan 

納税管理人の届出をした税務署名 
Name of the Tax Office where 
the Tax Agent is registered 

税 務 署 
Tax Office 

２ 対価の支払者に関する事項； 
Details of Payer of Remuneration 

 
 

氏 名 又 は 名 称 
Full name 

 

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile(residence)or place of head office(main 
office) 

(電話番号 Telephone Number)                 

３ その他参考となるべき事項； 
Others  

 

20．06 改正  

税 務署整理欄 
For official use only 

適用;有、無 

（
規
格
Ａ
４
） 

 
免税芸能法人等に関する届出書 
APPLICATION FORM FOR THE NONRESIDENT PROMOTER 

 
この届出書の記載に当たっては、裏面の注意事項を参照して下さい。 

See instructions on the reverse side 
 

      税務署長 
To the District Director of        Tax Office 
 
１ 対価の支払を受ける者に関する事項; 
  Details of Recipient of Remuneration 

氏 名 又 は 名 称 
Full name 

 

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

(電話番号 Telephone Number)                 
個 人 の 場 合 
Individual 

国     籍 
Nationality 

 

本店又は主たる事務所の所在地 
Place of head office or main office 

(電話番号 Telephone Number)                 

法 人 そ の 他 の 
団 体 の 場 合 
Corporation or 
other entity 事業が管理・支配されている場所 

Place where the business is 
managed or controlled 

 

日本国内で芸能人等の役務提供事業を開始した年月日 
Date of opening business of rendering personal services 
exercised by the entertainer or the sportsman in Japan 

 

氏     名 
Full name 

 

住 所 又 は 居 所 
Domicile or residence 

(電話番号 Telephone Number)                 

納 税 管 理 人 
The Tax Agent in 
Japan 

納税管理人の届出をした税務署名 
Name of the Tax Office where 
the Tax Agent is registered 

税 務 署 
Tax Office 

２ 対価の支払者に関する事項； 
Details of Payer of Remuneration 

 
 

氏 名 又 は 名 称 
Full name 

 

住所（居所）又は本店（主たる事務所）の所在地 
Domicile(residence)or place of head office(main 
office) 

(電話番号 Telephone Number)                 

３ その他参考となるべき事項； 
Others  

 

13．07                                   

税務署整理欄 
For official use only 

適用;有、無 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
 

REGISTRATION OF TAX AGENT ON WITHHOLDING INCOME TAX 

源泉徴収に係る所得税の納税管理人の届出書 
 
 
 

Date             

平成   年   月   日 
Place for tax payment 

 
納 税 地                    

To the District Director, 
       Tax Office 

       税務署長殿         Domicile of place of head office 
 

住所又は所在地                    
 

Full name                   Signature 
氏名又は名称                  ○印   

 
I(we) hereby declare that I(we) assign the following person for my(our) Tax 

Agent and authorize him／her to act for me(us) on the withholding income Tax. 

源泉徴収に係る所得税の納税管理人として、次の者を定めたので届け出ます。 
 
 

Tax Agent in Japan 
１ 納税管理人 

 
Domicile 

       〒  － 
 

住 所                            
 

Full name 
ﾌﾘｶﾞﾅ                         Signature     
氏 名                         ○印     Relation to you 

届出者との関係 
Occupation       Telephone Number 

職 業         電話番号    (   )                        
 

Reason for Assigning the Tax Agent 
２ 納税管理人を定めた理由 
 
 

 
 

Others 
３ その他参考事項 

 
 

For official use only 

一般事務整理簿 源泉所得税調査簿 管 理 部 門 連 絡   税処
務理 
署欄 

     

20．06 改正 

 
 

REGISTRATION OF TAX AGENT ON WITHHOLDING INCOME TAX 

源泉徴収に係る所得税の納税管理人の届出書 
 
 
 

Date             

平成   年   月   日 
Place for tax payment 

 
納 税 地                    

To the District Director 
of       Tax Office 

       税務署長殿         Domicile of place of head office 
 

住所又は所在地                    
 

Full name                   Signature 
氏名又は名称                  ○印   

 
I(we) hereby declare that I(we) assign the following person for my(our) Tax 

Agent and authorize him／her to act for me(us) on the withholding income Tax. 

源泉徴収に係る所得税の納税管理人として、次の者を定めたので届け出ます。 
 
 

Tax Agent in Japan 
１ 納税管理人 

 
Domicile 

       〒  － 
 

住 所                            
 

Full name 
ﾌﾘｶﾞﾅ                         Signature     
氏 名                         ○印     Relation to you 

届出者との関係 
Occupation       Telephone Number 

職 業         電話番号    (   )                        
 

Reason for Assigning the Tax Agent 
２ 納税管理人を定めた理由 
 
 

 
 

Others 
３ その他参考事項 

 
 

For official use only 

一般事務整理簿 源泉所得税調査簿 管 理 部 門 連 絡   税処
務理 
署欄      

15．07 改正 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

14．07 改正                                      

１ ７ ８ 

16 

76 

174 

184 162 

175 176 177 

金融機関の営業所等の（異動）届出書 
平成  年  月  日 

受理日付印 

所得税法施行令第 50 条又は租税特別措置法施行令第２条の４第５項の 
規定に基づいてこの届出書を提出します。 

 

国税庁長官 殿 
届出者記入 税務署記入 

営業所の所在
地 及 び 名 称 

〒 
○印  
 

新
設 
変
更 
廃
止 
設
定 
訂
正 
削
除 

    
届
出
の
事
由 １ ４ ５ ３ ６ ７ 

 
該当する数
字を記入し
てください。    団体 

区分 業 界 コ ー ド 

必
ず
記
入 

新設・変更 
等年月日 

 年  月  日    営業所番号 
        

   

                    

                    
→(

フ
リ
ガ
ナ)  

                    

          

          

→ 

名 
 

称 

          

                    

                    

                    

→(

フ
リ
ガ
ナ) 

                    

          

          

          

→ 
所 

 

在 
 

地           

 「市外局番－市内局番－加入者番号」を記入してください。

新
設
の
場
合
は
全
部
記
入 
 
 
 

変
更
の
場
合
は
該
当
欄
の
み
記
入 

郵便

番号    －     
電話

番号             

 
都
市
銀
行 

地
方
銀
行 

信
託
銀
行 

－ 

外
国
銀
行 

－ 

信
用
金
庫 

商
工
中
金
等 

信
用
組
合 

労
働
金
庫 

農
林
中
金 

農
協
等 

漁
協
等 

証
券
会
社 

外
国
証
券 

郵 

便
局 

生
保
会
社 

損
保
会
社 

そ
の
他 

新必 
設ず 
の記 

場入 
合・ 

金融機関等
の種類 
(該当する英
字を記入して
ください。) Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｑ Ｒ Ｓ Ｐ 

 

 団体 
区分 業 界 コ ー ド 

新設の・
場合記入 

本店の表示 
(本店の場合のみ１と記入) 

     

合併等により営
業所等の承継が
ある場合の営業
所番号・・・・ 

        

   
 補完 照 会 審査 入力 
 

税務署
整理欄     

 

（
規
格
Ａ
４
） 

１ ７ ８ 

16 

76 

184 162 

174 175 176 177 

金融機関の営業所等の（異動）届出書 
平成  年  月  日 

受理日付印 

所得税法施行令第 50 条又は租税特別措置法施行令第２条の４第５項の 
規定に基づいてこの届出書を提出します。 

 

国税庁長官 殿 
届出者記入 税務署記入 

営業所の所在
地及び名称

〒 
○印  
 

新
設 
変
更 
廃
止 
設
定 
訂
正 
削
除 

    
届
出
の
事
由 １ ４ ５ ３ ６ ７ 

 
該当する数
字を記入し
てください。

   団体 
区分 業 界 コ ー ド 

必
ず
記
入 

新設・変更 
等年月日 

 年  月  日    営業所番号 
        

   

                    

                    
→(

フ
リ
ガ
ナ)  

                    

          

          

→ 

名 
 

称 

          

                    

                    

                    

→(

フ
リ
ガ
ナ) 

                    

          

          

          

→ 

所 
 

在 
 

地           

 「市外局番－市内局番－加入者番号」を記入してください。

新
設
の
場
合
は
全
部
記
入 
 
 
 

変
更
の
場
合
は
該
当
欄
の
み
記
入 

郵便

番号    －     

電話

番号              

 
都
市
銀
行 

地
方
銀
行 

信
託
銀
行 

外
国
銀
行 

信
用
金
庫 

商
工
中
金
等 

信
用
組
合 

労
働
金
庫 

農
林
中
金 

農
協
等 

漁
協
等 

証
券
会
社 

外
国
証
券 

郵
便
局
等 

生
保
会
社 

損
保
会
社 

そ
の
他 

新必 

設ず 
の記 
場入 

合・ 

金融機関等
の種類 
(該当する英
字を記入して
ください。) Ａ Ｂ Ｃ Ｅ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｑ Ｒ Ｓ Ｐ 

 

 団体 
区分 業 界 コ ー ド 

新設の・
場合記入 

本店の表示 
(本店の場合のみ１と記入) 

     

合併等により営
業所等の承継が
ある場合の営業
所番号・・・・ 

        

 
 補完 照会 審査 入力 
 
20.06 改正 

税務署
整理欄     

 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 

金融機関の営業所等の（異動）届出書の記載要領 
 

この届出書は、金融機関の営業所等が所得税法施行令第 50条又は租税特別措置法施行令第２条の４第５項の規定によ

る届出書を提出する場合に使用し、各欄の記入は、次による。 

 

１ 「新設・変更等年月日」欄 

届出の事由別に次の年月日を記入する。 

届 出 の 事 由 記 入 す べ き 年 月 日 

新 設 
最初に非課税貯蓄申告書及び特別非課税貯蓄申告書を受理することと見込まれる日を記

入する。 

変 更 又 は 廃 止 
営業所等の名称、所在地等の異動が生じることとなる年月日又は営業所の廃止若しくは

預貯金等の受入れの業務を廃止することとなる年月日を記入する。「10  記載例」参照。 

 

２ 「届出の事由」欄 

届出の事由別に該当する番号を記入する。 

届 出 の 事 由 番号 参 考 

新 設 １ この届出書を最初に提出するときに記入する。 

変 更 ４ この届出書を提出した後、名称、所在地又は電話番号を変更するときに記入する。 

廃 止 ５ 
この届出書を提出した後、営業所等の廃止又は預貯金等の受入れの業務を廃止す

ることとなったときに記入する。 

 

３ 「営業所番号」欄 

金融機関等の種類に応じ、次により記入する。 

金 融 機 関 等 の 種 類 営 業 所 番 号 

Ａ都市銀行 

Ｃ信託銀行 

Ｈ商工中金等 

Ｋ農林中金 

Ｂ地方銀行 

Ｇ信用金庫 

Ｊ労働金庫 

 
団体 
区分 

業 界 コ ー ド 

        

 

 

金融機関共同コード管理委員会が制定する統一金融機関番号 

（４桁）及び金融機関店舗番号（３桁）を記入する。 

数字の「０」を記入する。 

Ｎ証券会社  Ｏ外国証券  
団体 
区分 業 界 コ ー ド 

        

 

      

証券会社店舗番号（３桁）を記入する。 

日本証券業協会が制定する証券会社コード番号（４桁）を記入する。 

数字の「１」を記入する。 

 
金融機関の営業所等の（異動）届出書の記載要領 

 

この届出書は、金融機関の営業所等が所得税法施行令第50条又は租税特別措置法施行令第２条の４第５項の規定に

よる届出書を提出する場合に使用し、各欄の記入は、次による。 

 

１ 「新設・変更等年月日」欄 

届出の事由別に次の年月日を記入する。 

届 出 の 事 由 記 入 す べ き 年 月 日 

新 設 
最初に非課税貯蓄申告書及び特別非課税貯蓄申告書を受理することと見込まれる日を記

入する。 

変 更 又 は 廃 止 
営業所等の名称、所在地等の異動が生じることとなる年月日又は営業所の廃止若しくは

預貯金等の受入れの業務を廃止することとなる年月日を記入する。「10  記載例」参照。 

 

２ 「届出の事由」欄 

届出の事由別に該当する番号を記入する。 

届 出 の 事 由 番号 参 考 

新 設 １ この届出書を最初に提出するときに記入する。 

変 更 ４ この届出書を提出した後、名称、所在地又は電話番号を変更するときに記入する。 

廃 止 ５ 
この届出書を提出した後、営業所等の廃止又は預貯金等の受入れの業務を廃止す

ることとなったときに記入する。 

 

３ 「営業所番号」欄 

金融機関等の種類に応じ、次により記入する。 

金 融 機 関 等 の 種 類 営 業 所 番 号 

Ａ都市銀行 

Ｃ信託銀行 

Ｈ商工中金等 

Ｋ農林中金 

Ｂ地方銀行 

Ｇ信用金庫 

Ｊ労働金庫 

 
団体 
区分 

業 界 コ ー ド 

        

 

 

金融機関共同コード管理委員会が制定する統一金融機関番号 

（４桁）及び金融機関店舗番号（３桁）を記入する。 

数字の「０」を記入する。 

Ｎ証券会社  Ｏ外国証券  
団体 
区分 

業 界 コ ー ド 

        

 

      

証券会社店舗番号（３桁）を記入する。 

日本証券業協会が制定する証券会社コード番号（３桁）を記入する。 

数字の「０」を記入する。 

数字の「１」を記入する。 
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Ｑ郵便局等  
団体 
区分 

業 界 コ ー ド 

        

 

 
㈱ゆうちょ銀行の規定に基づいて指定する為替貯金取扱店（局）
番号（５桁）を記入する。 
この場合、末尾の１桁には数字の「０」を記入するが、分室番号
（Ａ、Ｂ、Ｃ）のある分室については、数字（１、２、３）に置
き換えて記入する。 

 

数字の「０」を記入する。 

数字の「３」を記入する。 
  
（省 略）  
  

４ 「名称」欄 

（以下省略） 

Ｑ郵便局  
団体 
区分 

業 界 コ ー ド 

        

 

 
「郵便局における郵便貯金取扱手続について｣(平 4.3.30 郵貯業
第 48 号）第５条（郵便局の局番号）の規定に基づいて指定する
為替貯金取扱局番号（５桁）を記入する。 
この場合、末尾の１桁には数字の「０」を記入するが、分室番号
（Ａ、Ｂ、Ｃ）のある分室については、数字（１、２、３）に置
き換えて記入する。 

 

数字の「０」を記入する。 

数字の「３」を記入する。 
  
（同 左）  
  

４ 「名称」欄 

（同 左） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

適格外国仲介業者の承認申請書 
APPLICATION FORM FOR QUALIFIED FOREIGN INTERMEDIARY 

 
 この申請書は、租税特別措置法第５条の２（振替国債の利子の課税の特例）第５項
第４号に規定する適格外国仲介業者の承認を受けようとする場合に提出します。 
 この申請書の記載に当たっては、３頁の注意事項を参照してください。 
 This form is submitted in claiming approval of Qualified Foreign 
Intermediary under subparagraph 4 of paragraph 5 of Article 5-2 of the 
Special Taxation Measures Law. See instructions on the page 3. 

 
 （追 加） 
日本橋税務署長 殿 
To the District Director of Nihombashi Tax Office 
 （追 加） 
１ 申請をする者に関する事項； 

Details of applicant  

 

代表者名President's Name 
 
 
 
 
 

（ フ リ ガ ナ ） 
Japanese syllabary 

 
名       称 

Name 担当者Name of contact person 
 
 

部署Section 
 
 

電話番号Telephone number
 
 

本店又は主たる事務所の所在地 
Place of head or main office 
 

（所在国） 
 Country 
 

設立又は組織された場所 
Place where the Corporation was  
established or organized 

（所在国） 
 Country 
 

住 
 
所 
 
地 

 
 Add- 
 ress 

事業が管理・支配されている場所 
Place where the business is  
managed or controlled 

（所在国） 
 Country 
 

適用を受ける租税条約(情報交換規定を有するものに限る。)に関する事項 
 
Applicable Income Tax Convention : 

ⅰ) to which Japan is a partner ; and  
ⅱ) which has an Article of Exchange of Information ; and 
ⅲ) under which the Applicant is regarded as resident  

corporation of a contracting state other than Japan. 

 
日本国と 
The Income Tax Convention between Japan and   
 
 
 
                       との間の租税条約 

 
 
 名   称 

Name 担当者Name of contact person 
 
 

部署Section 
 
 

電話番号Telephone number
 
 

□ 有 
 

If “Yes" 

所 在 地 
Address 

開業申請書提出年月日(   ・  ・   ) 
Date of submission of  
Opening Business Application in Japan 

 国内の事務 
所等の名称 
 Name of  
 office in  
 Japan 

担当者Name of contact person 
 
 

部署Section 
 
 

電話番号Telephone number
 
 

日本国内の 

恒久的施設 

の状況 

 
Permanent 
establish 
-ment  
in Japan 

□ 無 
 

If “No" 

所 在 地 
Address 

 

提出日；         

( )税  務  署  整  理 欄
For official use only  

税務署受付印 

承認；有、無  

務署 受 付  
税     印  



改 正 後 改 正 前 
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２ 申請者又は申請者が口座の開設を受けている外国間接口座管理機関等が口座の開設を受けている特定振替機関等の国内にある営業
所等に関する事項； 
Branch or office located in Japan of Direct Participant or Indirect Participant that established an account of 
the Book-entry JGBs in Japan for the applicant, or the Foreign Indirect Participant or Foreign Re-Indirect 
Participant which established an account of the Book-entry JGBs for the applicant. 

名 称 
Name 

 

所 在 地 
Address 

 

名 称 
Name  

所 在 地 
Address  

名 称 
Name  

特 定 振 替 機 関 等 の 
国内にある営業所等 

 
Branch or office 
located in Japan of 
Direct Participant or 
Indirect Participant 

所 在 地 
Address  

 
３ 代理人に関する事項； 

Details of the Agent 
代 理 人 の 資 格
Capacity of Agent 
in Japan 

氏名（名称） 
 

Full name 
 

納税管理人の届出
Name of the T
the Tax Agent 

□ 納税管理人 ※
  Tax Agent 
□ その他の代理人
  Other Agent 

住所（居所・所在地）
 

Domicile (Residence 
or location) 

(電話番号 Telephone Number)

 
 
 
 
 
 
 
４ その他参考となるべき事項； 

Other relevant matters 
 

 
５ 誓約； 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  私は、次のことにつき、偽りがなく真実であることを誓約します。
 
① 申請者は、「１ 適用を受ける租税条約に関する事項」に記載した
租税条約の締約国の法人であること 

 
② 申請書の記載事項に変更（異動）があった場合は、日本銀行を経由
して速やかに届け出ること 

 
③ 本申請に基づく非課税の適用に関して税務署長の資料提出要求が行
われた場合に遅滞なくこれを提出すること 

 
④ 非課税適用申告書の提出があった場合に、租税特別措置法第５条の
２第９項に規定するところにより確認を行うこと 

5 Certi fication
 I hereby declare that the below statements are true and 
correct. 
ⅰ  I  am a resident corporation o f a contracting state o f
a tax treaty to  which Japan is a partner,  as mentioned 
in  1 above.  
ⅱ  In case o f any alternation to the descrip tion  in  th is 
application  form, I wi l l  report them to , or fi le  a new 
application form with, the District Director o f 
Nihombashi Tax Off ice via Bank of Japan without delay. 
ⅲ  In case where the Distr ict Director requires to submi t 
documents as to  app lying tax exemption  under ar t ic le
5-2 of the Special Taxation Measures Law(STML), I wil l  
cooperate to do so  without delay. 
ⅳ  In case of submitting Tax Exemption Application , I  wil l  
confirm the contents of Applications in accordance with 
the paragraph 9 o f Artic le 5-2 of the STML. 

※ 「納税管理人」とは、日本国の国税に関する申告、申請、請求、届
出、納付等の事項を処理させるため、国税通則法の規定により選任し、
かつ、日本国における納税地の所轄税務署長に届出をした代理人をい
います。 

※  “ Tax Agent" means a person who is appointed by the 
taxpayer and is registered at the District Director of Tax 
Office for the place where the taxpayer is to  pay h i s  
tax ,  in  o rder to have such agent take necessary 
procedures concerning the Japanese national taxes, such 
as fi ling a return, applications or claims, payment of 
taxes, etc., under the provisions of the General Law for 
National Taxes. 

日付 
Date                 
 
申請者の署名，  
Signature of the applicant (authorized official thereof)                                 
 
                               又はその代理人の署名 
                              or its authorized Agent                                

名 称 
Name 

 

所 在 地 
Address 

（所在国） 
 Country 
 

名 称 
Name  

所 在 地 
Address 

（所在国） 
 Country 
 

名 称 
Name  

所 在 地 
Address 

（所在国） 
 Country 
 

名 称 
Name  

特 定 国 外 営 業 所 等 
  Specified Foreign  
  Branches (SFBs) 
 
 

 右の欄に書き切れな

い場合には、別紙に記

載して添付してくださ

い。 
 
I f  yo u  h ave  mo r e  
t h a n  f i v e  S F B s ,  
y o u  ma y  w r i t e  i n  
separate sheet and  
attach it with this  
application. 
 
 □：別紙添付有り 

separate sheet  
attached 

所 在 地 
Address 

（所在国） 
 Country 
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「適格外国仲介業者の承認申請書」に関する注意事項 
INSTRUCTIONS FOR APPLICATION FORM FOR QUALIFIED FOREIGN INTERMEDIARY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 日本銀行の証明； 

Certification of the Bank of Japan 
 
 

証 明 書 
Certificate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date            Signature of authorized official, the Bank of Japan                             

 
 
 
 
 

              注  意  事  項                
申請書の提出について 
１ この申請書は、租税特別措置法第５条の２（振替国債の利子の課税
の特例）第５項第４号に規定する適格外国仲介業者の承認を受けよう
とする場合に提出します。 

 
２ この申請書は、日本銀行を経由して日本橋税務署長に提出してくだ
さい。 

 
３ この申請書を納税管理人以外の代理人によって提出する場合には、
その委任関係を証する委任状をその邦訳文とともに添付してください。 

 
４ この申請書の提出後、申請書の提出があった日の属する月の翌月末
日までに日本橋税務署長から承認又は却下の処分がなかったときは、
同日において承認があったものとみなされます。  

 
 
 
 
５ 日本橋税務署長から適格外国仲介業者の承認を受けた場合に、その
旨の日本橋税務署長による公表を希望しない場合には、その旨を申し
出てください。 
□：署長による公表を希望しない 

 
 
申請書の記載について 
６ 申請書の□欄には、該当する項目についてレ印を付してください。 

                       INSTRUCTIONS                       
Submission of the FORM 
１  This form is submitted in claiming approval of Qualif ied 

Foreign Intermediary under subparagraph 4 of paragraph 
5 of Article 5-2 of the Special Taxation Measures Law. 

 
２  This form must be submitted to the District Director o f 

Nihombashi Tax Office via Bank of Japan. 
 
３  An Agent, other than the Tax Agent, must attach a power 

of attorney, together with its Japanese translation. 
 
４  If applicant does not receive the granting or rejection of 

the application from the District Director of Nihombashi
Tax Office unti l the last day of the next month of the 
month when the applicant submitted this form, the 
applicant shall be regarded as having gotten an approval 
as of that last day. 

 
５   If applicant does not desire an announcement of the 

approval by District Director of Nihombashi Tax Office 
after the approval of Qualified Foreign Intermediary, 
check the next box. 
□：no announcement desired 

 
Completion of the FORM 
６  Applicable boxes must be checked. 

 当行は、申請者が国債振替決済制度の外国間接参加者であること
を証明します。 

 I hereby certify that the applicant is Foreign Indirect 
Participant in the JGB Book-entry System. 

（追 加） 

（追 加） 
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第     号 

所 
在 
地 

 
平成  年  月  日 

名 
 
称 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

 税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 

適格外国仲介業者の承認通知書（承認） 

 

 

 

貴社から平成  年  月  日付でされた租税特別措置法第５条の２に規定する適格

外国仲介業者の承認申請については、これを承認しましたから通知します。 

 

 この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内

に 

    税務署長に対して異議申立てをすることができます。 

 

 

20．06 改正                                    

（
規
格
Ａ
４
） 

第     号 

所 
在 
地 

 
平成  年  月  日 

名 
 
称 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

日 本 橋 税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 

適格外国仲介業者の承認通知書（承認） 

 

 

 

貴社から平成  年  月  日付でされた租税特別措置法第５条の２に規定する適格

外国仲介業者の承認申請については、これを承認しましたから通知します。 

 

 この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して２月

以内に 

    税務署長に対して異議申立てをすることができます。 

 

 

17．06 改正                                     

（
規
格
Ａ
４
） 
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第     号 

所 
在 
地 

 
平成  年  月  日 

名 
 
称 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

 税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 

適格外国仲介業者の承認申請の却下通知書（却下） 

 

 

 

貴社から平成  年  月  日付でされた租税特別措置法第５条の２に規定する適格

外国仲介業者の承認申請については、次の理由により却下しましたから通知します。 

 

（理由） 

□ 申請書類に不備又は不実の記載があること 

 

□ 国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であること 

 

□ 振替国債又は振替地方債に関する帳簿の備付け、記録若しくは保存を行うこと又は特

定振替機関等に対して振替記載等がされた日等の通知を行うことが困難と認められ

ること 

 

□ その他（                                ） 

 

 
 

 

 

20．06 改正  

（
規
格
Ａ
４
） 

第     号 

所 
在 
地 

 
平成  年  月  日 

名 
 
称 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

日 本 橋 税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 

適格外国仲介業者の承認申請の却下通知書（却下） 

 

 

 

貴社から平成  年  月  日付でされた租税特別措置法第５条の２に規定す

る適格外国仲介業者の承認申請については、次の理由により却下しましたから通知し

ます。 

 

（理由） 

□ 申請書類に不備又は不実の記載があること 

 

□ 国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であること 

 

□ 振替国債及び分離振替国債に関する帳簿の備付け、記録若しくは保存を行うこ

と又は特定振替機関等に対して振替記載等がされた日等の通知を行うことが

困難と認められること 

 

□ その他（                              ） 

 

 
 

 

 

17．06 改正                                     

（
規
格
Ａ
４
） 
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不服申立て等について 

 

【不服申立てについて】 

○ この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に

     税務署長に対して異議申立てをすることができます。 

○ 異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して１月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。 

○ なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に国税不服審判所長（提出先は、

      国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

 

【取消しの訴えについて】 

○ 審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。 

○ 取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）となります。 

○ 取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過したときは、提起することができま

せん。 

○ 取消訴訟は､審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。 

(1) 審査請求がされた日の翌日から起算して３月を経過しても裁決がないとき。 

(2) 更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。 

(3) 異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。 

 

不服申立て等について 

 

【不服申立てについて】 

○ この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に

日 本 橋 税務署長に対して異議申立てをすることができます。 

○ 異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して１月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。 

○ なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に国税不服審判所長（提出先は、

  東 京 国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

 

【取消しの訴えについて】 

○ 審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。 

○ 取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）となります。 

○ 取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過したときは、提起することができま

せん。 

○ 取消訴訟は､審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。 

(1) 審査請求がされた日の翌日から起算して３月を経過しても裁決がないとき。 

(2) 更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。 

(3) 異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

第     号 

所 
在 
地 

 
平成  年  月  日 

名 
 
称 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

     税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 

適格外国仲介業者の承認取消通知書（取消し） 

 

 

 

貴社は、租税特別措置法第５条の２第６項に規定する次の事実が生じたものと認められます

から、同法第５条の２第７項の規定に基づき適格外国仲介業者の承認を取り消しましたから通

知します。 

 

（該当事実） 

□ 申請書類に不備又は不実の記載があること 

 

□ 国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であること 

 

□ 振替国債又は振替地方債に関する帳簿の備付け、記録若しくは保存を行うこと又は特

定振替機関等に対して振替記載等がされた日等の通知を行うことが困難と認められ

ること 

 

□ その他（                                ） 

 

 
 

 

 

 
20．06 改正 

（
規
格
Ａ
４
） 

第     号 

所 
在 
地 

 
平成  年  月  日 

名 
 
称 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

日 本 橋 税 務 署 長        
財務事務官            

○印     

 

 

適格外国仲介業者の承認取消通知書（取消） 

 

 

 

貴社は、租税特別措置法第５条の２第６項に規定する次の事実が生じたものと認められます

から、同法第５条の２第７項の規定に基づき適格外国仲介業者の承認を取り消しましたから通

知します。 

 

（該当事実） 

□ 申請書類に不備又は不実の記載があること 

 

□ 国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であること 

 

□ 振替国債及び分離振替国債に関する帳簿の備付け、記録若しくは保存を行うこと又は

特定振替機関等に対して振替記載等がされた日等の通知を行うことが困難と認めら

れること 

 

□ その他（                              ） 

 

 
 

 

 

17．06 改正                                     

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 

不服申立て等について 

 

【不服申立てについて】 

○ この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に

     税務署長に対して異議申立てをすることができます。 

○ 異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して１月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。 

○ なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に国税不服審判所長（提出先は、

      国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

 

【取消しの訴えについて】 

○ 審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。 

○ 取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）となります。 

○ 取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過したときは、提起することができま

せん。 

○ 取消訴訟は､審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。 

(1) 審査請求がされた日の翌日から起算して３月を経過しても裁決がないとき。 

(2) 更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。 

(3) 異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。 

 

不服申立て等について 

 

【不服申立てについて】 

○ この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に

日 本 橋 税務署長に対して異議申立てをすることができます。 

○ 異議申立て（法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して１月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。 

○ なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に国税不服審判所長（提出先は、

  東 京 国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

 

【取消しの訴えについて】 

○ 審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下

「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。 

○ 取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）となります。 

○ 取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過したときは、提起することができま

せん。 

○ 取消訴訟は､審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。 

(1) 審査請求がされた日の翌日から起算して３月を経過しても裁決がないとき。 

(2) 更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。 

(3) 異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。 


